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食品リサイクル推進に向けて

令和８年２月１３日
環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課

～人口減少社会にどう対処するか～

食料を海外からの輸入に大きく依存

廃棄物の処理に多額のコストを投入

食料の家計負担は大きい

深刻な子どもの貧困

・食料自給率（カロリーベース）は3８％
（農林水産省「食料需給表（令和５年度）」）

・市町村及び特別地方公共団体が一般廃棄物（ごみ）の処理に
要する経費は約２.3兆円/年
（環境省「一般廃棄物の排出及び処理状況等について（令和５年度）」）

・食料が消費支出の1/4以上を占めている
（総務省「家計調査（2023年）」）

・子どもの貧困は、９人に１人と依然として高水準
（厚生労働省「2022年国民生活基礎調査」）

世界の人口は急増

深刻な飢えや栄養不良

SDGsの重要な柱

・2024年は約81億人、2054年では約98億人 と予測
（国連「World Population Prospects 2024)」）

・飢えや栄養不良で苦しんでいる人々は約7.３億人※

・５歳未満の発育阻害は約1.5億人※※

（※国連食糧農業機関（FAO）
「THE STATE OF FOOD SECURITY AND NUTRITION IN THE WORLD（2024）」 ）

（※※UNICEF、WHO、世界銀行
「Levels and trends in child malnutrition（2023）」）

・国連の持続可能な開発のための2030アジェンダで言及
・G7 農業大臣会合及び環境大臣会合（2016年）で、

各国が協調し、積極的に取り組んでいくことで合意

●食品ロス量は年間464万トン（令和５年度推計）＝国連世界食糧計画（WFP）による食料支援量370万トンの約1.3倍

●毎日大型（10トン）トラック約1,290台分を廃棄
●年間１人当たりの食品ロス量は37kg →毎日おにぎり１個分（101g）の食べ物を捨てている計算

世界の食料廃棄の状況
・食料廃棄量は年間約13億トン
・人の消費のために生産された食料のおよそ1/3を廃棄

（国連食糧農業機関（FAO）「世界の食料ロスと食料廃棄（2011年）」）

<日本> <世界>

我が国の食品ロスの状況

1資料とりまとめ：消費者庁

食品ロスをめぐる現状



平成24年度より、食品ロスの発生量の詳細な推計を実施
令和5年度は約464万トンと、前年度から約8万トン（約1.7％）減少
内訳は、事業系が約5万トン（約2.1％）、家庭系が約3万トン（約1.3％）減少
発生量全体では、昨年度2030年度半減目標を達成。
今後事業系は2000年度比で60％削減、家庭系は半減（2030年度を待たずに早期達成）
を目指す。 ※2023年度時点での削減率：事業系57.8％、家庭系46.1％
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我が国の食品ロスの発生量の推移
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食品ロスの内訳（発生要因の内訳）

家庭系食品ロスの内訳

○ 我が国の食品ロスは464万トン
○ 食品ロスのうち事業系は231万トン、家庭系は233万トンであり、食品ロス削減には、

事業者、家庭双方の取組が必要。

※農林水産省・環境省「令和5年度推計」

直接廃棄※2

100万トン
43％

過剰除去※1

36万トン
16％

食べ残し
97万トン

41％

※１: 野菜の皮を厚くむき過ぎるなど、食べられる部分が捨てられている
※２: 未開封の食品が食べずに捨てられている

発生量合計
233万トン

事業系食品ロス（可食部）の業種別内訳

発生量合計
231万トン

食品製造業
108万トン

47%

食品卸売業
9万トン

4%

食品小売業
48万トン

21%

外食産業
66万トン

29%

○作り過ぎ、食べ残しな
どが食品ロスになる

○製造・流通・調理の過程で発生する規格外品、
返品、売れ残りなどが食品ロスになる

外食事業者製造・卸・小売事業者

※端数処理により合計と内訳の計が一致しないことがあります。
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《食品ロスの削減の目標》《食品ロスの削減の目標》

第１次基本方針において、食品ロスの削減の目標は、家庭系食品ロスと事業系食品ロス共に、2000年度比で2030年度までに食品ロス量を半減させること
と設定。直近2022年度の食品ロス量は家庭系・事業系ともに236万トンであり、家庭系についてはあと20万トンの削減が必要。事業系については2030年度
目標を８年前倒しで達成したことから、新たな目標として60％減と設定。今後は、新型コロナウィルス感染症の影響が残っている可能性や、経済成長・
インバウンドの拡大など様々な状況から、更なる削減の取組が進むよう具体的な施策を追加。

2000年度比で2030年度までに
①家庭系食品ロスは、50％減【早期達成】 ←あと20万トン削減

事業系食品ロスは、60％減【新規】

②食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費の割合を80％【継続】
※2024年度は74.9％

食品ロスの削減の推進に関する基本的施策

【新規】

食品ロス削減、食品寄附促進、食品アクセス確保の３つの施策

を「食の環（わ）プロジェクト」として一元的に発信。

「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン」に基づき、消費者の自

己責任を前提とした持ち帰りの周知。

脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動「デコ

活」の推進及びmottECOの普及啓発。

地方公共団体での食品ロス削減の取組状況の公表などを通じた、

地域での取組の底上げ･横展開。

地域等において食品ロスの削減を担う人材となる食品ロス削減

推進サポーターの育成。

未就学児を対象とした食育等の取組を進めるため、保育所、幼

稚園等において栄養士や栄養教諭を配置。

国際的な組織との連携を通じた先駆的事例の共有により、国際

展開を推進。

【新規】

「食品廃棄物等の発生抑制に向けた取組の情報連絡会」にお

いて、納品期限の見直しや賞味期限の安全係数の見直し、大

括り表示への見直しについて周知・徹底し、商慣習の見直し

を推進。

食べ残し持ち帰りに関する留意事項について「食べ残し持ち

帰り促進ガイドライン」に基づき周知。

mottECO導入事例の知見・ノウハウの周知。

「食品期限表示の設定のためのガイドライン」の改正内容の

周知及び取組の促進。

企業における発生抑制

等の具体的な取組内容

が公表される仕組みの

検討。

【新規】

事業者の災害時用備蓄食料の廃棄量の実態把握と有効活用の検討。

家庭系食品ロスの発生要因に応じた効果的な削減策等の整理、地

域の関係主体向け手引きの策定。

【拡充】

食品ロス発生量及びその経済損失・環境負荷（温室効果ガス排出

量）の推計の実施。

【新規】

※３.表彰、5 .情報の収集及び提供（継続）

〔食の環ロゴマーク〕

1．教育及び学習の振興、普及啓発等 ２．食品関連事業者の取組に対する支援 ４．実態調査及び調査・研究の推進

６．未利用食品等を提供するための活動
（食品寄附）の支援等

〔食品ロス削減推進

サポーター育成用教材〕〔国際連携による情報共有〕

食品寄附活動の社会的信頼の向上と活動定着の

ため「食品寄附ガイドライン」の普及啓発。

一定の管理責任を果たすことができるフードバ

ンク活動団体等を特定するための仕組みを構築。
〔ガイドライン作成

による食品寄附促進〕

〔賞味期限の年月表示化（大括り化）〕

【拡充】

ICT、DX、AI等の新技術の

活用による食品ロス削減、

食品寄附促進の取組の推進。

〔食品ロス削減・食品寄附促進アプリ等の活用〕

社会全体のコンセンサスの醸成等を踏まえ、食品寄附に伴って生

じる民事責任の在り方について、最終受益者の被害救済にも配慮

した法的措置を講じることを目指す。

食品寄附を行う事業者の取組を促進するため、税制上の取扱いの周知
や企業版ふるさと納税を活用した食品寄附の優良事例を発信。
フードバンク団体等を介した食品寄附を促進するための支援の強化。
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環境省の具体的な取組事例

○ 食品ロス削減と食品リサイクル促進に関する知見をマニュアル、手引き等に整理し、自治体向け研修会や食品ロスポー
タルサイト等を通して発信し、取組の横展開を図っている。

食品廃棄ゼロエリア
・食品ロス削減と食品リサイクルの拡大

により食品廃棄ゼロ（焼却・埋立ゼ
ロ）を目指す先行エリアを創出する

・令和６年度までに累計12件を食品廃
棄ゼロエリア創出モデル事業により支援

※ 食品廃棄ゼロエリア創出以外にもモデル事業を実施

焼
却
・

埋
立

ﾘｻｲｸﾙ

食品ロス
の削減

食品廃棄ゼロ
（＝焼却・埋立ゼロ）

ﾘｻｲｸﾙ

現状

食品
リサイクル
の拡大

食
品
廃
棄
物
処
理
量

mottECO

mottECO（モッテコ：飲食店での食べ残し
を自己責任の範囲で持ち帰る行為）を実
践し、得られた知見を元に、その定着と効果
的な普及啓発を推進

消費者向け手引き
「フードドライブ実施の手引き」などを策定し、実施時のポイント等を周知

自治体等への横展開
・モデル事業等の地域における取組事例を収集・整理し、
マニュアル・手引き等を取りまとめて自治体等に周知

・令和７年４月には新たに「～自治体・事業者向け～
消費者の行動変容等による食品ロスの効果的な削減
に向けた手引き」を公表した
・食品ロスポータルサイトに手引き・マニュアルやモデル事業

報告書等を掲載



●主務大臣による食品関連事業者の判断基準の
提示（省令）
・再生利用等を行うに当たっての基準
・個々の事業者毎の取組目標の設定
・発生抑制の目標設定 等

○再生利用等の促進①

●全ての食品関連事業者に対する指導、助言

○指導、勧告等の措置

・前年度の食品廃棄物等の発生量が100トン
以上の者に対する勧告・公表・命令・罰金
（取組が著しく不十分な場合）

●主務大臣あてに食品廃棄物等発生量等の
定期報告義務
（食品関連事業者であって発生量が年間100

トン以上の者）

●食品循環資源の再生利用等の円滑化
・「登録再生利用事業者制度」による

リサイクル業者の育成・確保
・「再生利用事業計画認定制度」による

優良事例（食品リサイクル・ループ）の形成

○再生利用等の促進②

※食品廃棄物等の発生を可能な限り抑制すること。

※食品廃棄物等の発生の抑制を実施するに当たって、
講ずるべき措置
・食品の製造・加工過程･･･原材料の使用の合理化
・食品の流通過程･･･食品の品質管理の高度化その他

配送及び保管の方法の改善
・食品の販売過程･･･売れ残りを減少させる工夫
・食品の調理・食事の提供過程･･･調理方法の改善、

食べ残しを減少させるための工夫 等

食品関連事業者：
・食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者
・飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるものを
行う者（沿海旅客海運業、内陸水運業、結婚式場業、旅館業）
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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）

●食品循環資源の再生利用等の促進の基本的方向
●再生利用の手法の優先順位

①飼料化
②肥料化（メタン化の際の発酵廃液を肥料利用する

場合を含む。）
③きのこ菌床 ④その他（メタン化等）

●食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に
関する目標 等

○主務大臣による基本方針の改定
（令和７年３月）

１ 発生抑制する

2 再生利用する

３ 熱回収する

４ 減量する

食品ロス
の削減

生産や流通過程の工夫、
消費のあり方の見直し
な ど に よ っ て 、 ま ず は
発生抑制に取り組む。

飼料、肥料、きのこ菌床、
炭化製品(燃料又は還元
剤としての利用)、油脂・
油脂製品、エタノール・
メタンの原材料として再生
利用する。

焼却して熱回収をする。
ただし、条件は①再生利
用施設が離れていること、
②メタンやバイオディーゼル
と同等の以上のエネルギー
を回収できること。

脱水・乾燥・発酵・炭化
により減量を行い、廃棄
物処分を容易にする。

7

〇 食品リサイクル法では、①発生抑制する ②再生利用する ③熱回収する ④減量する が
食品循環資源の再生利用等に取り組むときの優先順位となる。

〇 現行の再生利用等の手法に関する優先順位は、食品循環資源の有する成分や熱量（カロ
リー）の有効利用の観点から定められており、最も有効に活用できる飼料化及び肥料化を
優先的に選択することが重要。

食品循環資源の再生利用等の手法に関する優先順位
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〇 食品製造業から排出される廃棄物は、均質で量が安定していることから、分別も容易で、
栄養価を最も有効に活用できる飼料へのリサイクルが適している。

〇 外食産業から排出される廃棄物のうち、食べ残し等は家畜に対して有害なものが混入す
る可能性があるため、飼料へのリサイクルに不向きなものが多く、比較的分別が粗くても
対応可能なメタン化が有効。

リサイクル手法分別の
レベル

食品廃棄物の種類業種

●大豆粕・米ぬか

食
品
製
造

●パン・菓子屑

●おから等

●製造残さ（工場）

●返品・過剰生産分

●調理残さ（店舗）食
品
卸
・
小
売

●売れ残り（加工食品）

● 〃 （弁当等）

●調理屑（店舗）
外
食●食べ残し（店舗）

●調理屑
家
庭●食べ残し

容
易

困
難

飼
料
化

メ
タ
ン
化

肥
料
化
（
堆
肥
化
）

デメリットメリット

・異物除去や食
品残さの品質管
理・成分分析等
が必要

・畜産農家にお
けるエコフィー
ドの利用拡大に
より、需要は堅
調

飼料化

・最終製品価格
が安く、需要も
必ずしも多くな
いため利益を上
げにくい

・初期投資が少
なく技術的な
ハードルが低い
ことから新規参
入が容易

肥料化

・設備導入が高
コスト
・副産物利用の
方法に検討が必
要で、処理する
場合にはコスト
が必要

・他のリサイク
ル手法に比べて、
比較的分別が粗
くても対応が可
能

メタン
化

※ 食品廃棄物の種類によっては、リサイクルに不向きなものもある ※エコフィードとは、食品廃棄物等及び農場残さを
利用して製造された家畜用飼料の総称
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食品廃棄物の種類と再生利用の手法

登録事業場数：１４８事業場（令和７年３月末時点）

登録再生利用事業者制度

〇 食品循環資源の再生利用の委託先となるリサイクル業者の育成を図る制度
〇 廃棄物処理法の特例

・荷卸しに係る一般廃棄物の運搬業の許可不要
・一般廃棄物処分手数料の上限規制の撤廃

〇 肥料取締法・飼料安全法の特例
・都道府県知事又は農林水産大臣への届出不要

9



認定件数：54件
飼料化23件、肥料化32件
（うち飼料化・肥料化1件）
（令和7年3月末時点）

E市

リサイクル業者

F市

特定肥飼料等
農業者

農畜水産物等

D市

食 品 関 連 事 業 者 の 店 舗 等

C市B市Ａ市

廃掃業者

○○市場

（ の各自治体における収集運搬業の許可不要）

再生利用事業計画（食品リサイクルループ）認定制度

〇 食品関連事業者から発生する廃棄物から肥料・飼料を生産し、それを用いて生産した農
産物等を食品関連事業者が取り扱う、食品リサイクルループの形成を推進。

〇 食品関連事業者とリサイクル業者、農業者等の３者が連携して策定した食品リサイクル
ループの事業計画について、主務大臣の認定を受けることにより、廃掃業者は廃棄物処理
法に基づく収集運搬業の許可（一般廃棄物に限る。）が不要となる特例の活用が可能。
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11平成29年３月21日付け廃対課長・産廃課長通知（３．21通知）

「廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について（通知）」
１．排出事業者責任とその重要性

排出事業者は、その廃棄物を適正に処理しなければならないという重要な責任を有しており、その責任
は、その廃棄物の処理を他人に委託すれば終了するものではなく、許可を受けた業者等の廃棄物を適正
に処理することができると認められている者に委託しなければならない。排出事業者責任に関する各規定
の遵守を改めて認識する必要。

２．規制権限の及ばない第三者
排出事業者は、委託する処理業者を自らの責任で決定し、処理委託内容の根幹的内容は、排出事

業者と処理業者の間で決定するものであり、排出事業者として自らの責任を果たす観点から、これらの決
定を第三者に委ねるべきではないこと。これらの内容の決定を第三者に委ねることにより、排出事業者責
任の重要性に対する認識や排出事業者と処理業者との直接の関係性が希薄になるのみならず、あっせ
ん等を行った第三者に対する仲介料等が発生し、処理業者に適正な処理費用が支払われなくなるといっ
た状況が生じ、委託基準違反や処理基準違反、ひいては不法投棄等の不適正処理につながるおそれ。

※以上２点について、都道府県、市町村だけでなく、排出事業者、廃棄物処理業者にも周知

現在もなお重要な課題であり、引き続き環境省ウェブサイトにて
排出事業者責任の徹底について周知を図っている

排出事業者責任の徹底について
https://www.env.go.jp/recycle/waste/haisyutsu.html 11



今後の一般廃棄物処理施設整備について

一般廃棄物処理施設整備は、人口減少・少子高齢化下においても適正処理を通じた生活環境保全のため
に必要不可欠であり、中長期的な視点に立ち、災害時も含めた持続可能な処理体制の確保が不可欠。
3R＋Renewable（バイオマス化・再生材利用等）の取組を含む資源循環の強化が重要。
2050年カーボンニュートラル（CN）に向け、一般廃棄物処理に伴う温室効果ガスの削減、エネルギー・熱
回収の高度化、将来的なCCUS等の新技術の導入等の取組が必要。
こうした課題等に対応するため、令和５年６月に新たな「廃棄物処理施設整備計画」を閣議決定。同計画に
基づいて以下の視点から、より効果的・効率的な施設整備を推進していく。

・都道府県の関与・連携による
広域化・集約化の更なる推進

・施設のトータルコストの削減
・災害時の処理システム強靭化

持続可能な処理体制の確保

以下の対応策について、財政的・技術的支援の段階的な見直し・拡充を実施
・都道府県の長期的な広域化・集約化計画の策定、先進的な広域化・集約化の促進
・施設規模の適正化、更新需要の平準化
・資源循環強化等の観点からの効果的な分別回収・再生利用の促進
・エネルギー回収効率等のより高い施設整備の推進、官民連携による施設整備の推進
・CO2分離回収等の技術開発の推進

・エネルギー・熱回収・利用高度化
・処理工程での脱炭素化、ライフ
サイクル全体でのGHG排出削減

・CCUS等の新技術の導入

・品目・素材に応じた
3R＋Renewableの取組の推進
・地域特性に適した処理方式/
分別回収・再生利用方式の選定

脱炭素化の推進資源循環の強化

※それぞれの要素は密接に関わっているため複数の役割を持つが、代表的な役割に分類している。
具体的な対応策具体的な対応策

整備の方向性整備の方向性
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一般廃棄物処理施設整備の方向性（②資源循環の強化）

一般廃棄物処理についても3R＋Renewableをはじめとする資源循環強化が必要不可欠であり、適正処理
を前提に、選別や再資源化技術の高度化・高効率化や分散型の資源回収拠点の整備等の観点が重要。
その際、収集・回収から循環・再生利用、処分まで処理システムを一体的に捉えることが重要であり、資源循
環施策の動向等も踏まえ、自治体による資源循環の一層の推進を後押しする方策を講じることが必要。
また、一地方自治体では十分な資源循環が困難な場合に対応し、施設の広域化・集約化のほか、地方自治
体が主導する官民の連携処理により廃棄物等の発生状況や再生資源の利用先などの地域特性を踏まえた
資源循環の推進が必要。

＜(参考)目指すべき脱炭素型資源循環システムのイメージ＞＜最新の施策動向・課題を踏まえた資源循環の強化＞

（主な課題）

（施策動向）

類型に応じて想定される取組内容脱炭素化資源循環システムに係る類
型

企業や業種の垣根を越えて、動脈企業と静脈企業が目標を
共有しつつ、素材や物品の性質に応じた循環の輪を形成する
動静脈連携を構築する取組

①動静脈連携の構築

地方自治体が、自らの地域の将来や特徴、市民・消費者の
行動等を踏まえつつ、民間活力も活用しながら、資源循環を
リードする官民の連携処理システムを確立する取組

②官民の連携処理システムの確立

廃棄物処理業等において省エネ型の廃棄物処理設備の導入
や改修を通じて、静脈産業のカーボンニュートラル化を図る取
組

③ 静脈産業のカーボンニュートラル化

高度な分離・再資源化技術を用いて、今後増加する再エネ設
備や重要資源の循環利用を行う取組

④カーボンニュートラルに対応する資源
循環技術の高度化

（今後の取組方針）

製品プラスチックの分別回収の促進
生ごみ・廃食用油・剪定枝等の廃棄物系バイオマスの分
別収集・再資源化の推進
リチウム蓄電池に起因する火災発生抑制 等

施策動向・課題にも対応した資源循環の更なる推進を
促す方策（分別区分等の提示・普及含む）
３R＋Renewable の推進(焼却せざるを得ない廃棄物
からのエネルギー回収を含む）
資源循環が困難な場合での官民の連携処理

2021年8月 廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果ガス
排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ（案）

2022年4月 プラスチック資源循環促進法施行

2023年6月 廃棄物処理法基本方針・廃棄物処理施設整備計画

2024年8月 第五次循環型社会形成推進基本計画
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一般廃棄物処理システム指針の一部改訂について

【一般廃棄物処理システム指針】
・一般廃棄物の標準的な分別収集区分及び適正な循環的利用や適正処分の考え方等を示し、それにより市町村が廃棄物の

減量その他その適正な処理を確保するための取組を円滑に実施できるようにすることを目的とし平成19年6月に策定
され、平成25年4月に改訂。令和７年３月に脱炭素化や資源循環の促進といった廃棄物処理システムを取り巻く社会
情勢の動向等を考慮し一部改訂。

・ 一般廃棄物処理システム指針では、「標準的な分別収集区分及び回収方法の考え方」、「資源循環の方向性と適正な
循環的利用・適正処分の考え方」、「一般廃棄物処理システムの評価の考え方」、「循環型社会形成に向けた一般廃
棄物処理システム構築のための取組の考え方」などを示している。

改訂内容に対応する制度的措置として令和７年度から以下を実施。
・市区町村が実施する可燃物（生ごみ、剪定枝、廃食用油）の分別収集及び分別収集物の再資
源化に要する経費について、特別交付税措置の設立。

・循環型社会形成推進交付金等における分散型資源回収拠点の整備事業への支援
14

【令和７年３月改訂の背景と概要】
・ プラスチック資源循環促進法の施行に伴う製品プラスチックの分別収集・再商品化の促進、生ごみ・廃食用油・剪定

枝等の廃棄物系バイオマスの分別収集・再資源化の推進、リチウム蓄電池等に起因する火災発生抑制 といった、一般
廃棄物の適正処理・資源循環を取り巻く社会情勢の動向に対応する必要性が高くなったことを踏まえて改訂。

・ 改訂の主な内容としては、標準的な分別収集区分として、製品プラスチック、バイオマス（生ごみ・廃食用油・剪定
枝）、リチウム蓄電池やリチウム蓄電池を使用した製品を定めたこと。また、分散型資源回収拠点をはじめとする回
収方法についても明示化した点が挙げられる。

資源循環型の一般廃棄物処理システムの構築に係る特別交付税措置について

【直近の経緯】
・ 一般廃棄物処理施設整備の支援において、適正処理を確保しつつ発生抑制・分別・再資源化等の推進による焼却量削
減の取組みを進め、資源循環型の一般廃棄物処理システムの構築を促進することが強く求められている。

・ 令和６年８月に閣議決定した第五次循環型社会形成推進基本計画においても、地域特性を活かした廃棄物の排出抑制・循
環利用の状況を把握する指標の一つとして１人１日当たりごみ焼却量の数値目標（2030年度に約580g）が新たに設定された。

・一般廃棄物の再資源化に重要な役割を果たす廃棄物の分別区分の在り方については、現在、拠点回収や品目ごとの分別
回収の実施状況、再生利用の実態把握を通して、一般廃棄物処理システム指針を令和７年３月に一部改訂。

※指針には、全ての市区町村が可燃物（生ごみ、剪定枝、廃食用油）の分別収集及び適正な循環的利用に努めることが盛り込まれた。

・ 指針の改訂を踏まえ、資源循環型の一般廃棄物処理システムの構築に際し、市区町村が実施する可燃物（生ごみ、剪
定枝、廃食用油※）の分別収集及び分別収集物の再資源化に要する経費について、特別交付税措置を講ずることとなっ
た。算定の詳細については、追って提示予定。

※廃食用油に関しては、分別収集に要する費用のみ措置予定。

特別交付税措置のイメージ

算定額= ｛ （円/トン） × （トン）＋ （円/トン） × （トン）｝ ×0.5（措置率※）
分別収集費用 再資源化費用

具体的には、環境省が可燃物（生ごみ、剪定枝、廃食用油）の分別収集又は再資源化を実施し
ている市区町村に対し今後実施する調査を踏まえ、一律の単価（円/t）を設定（X及びY）。こ
れに各市区町村が収集･再資源化した量（A及びB）を乗じて額を算出する。

※財政力補正あり
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16

食品ロスポータルサイト

○消費者、自治体、事業者等の様々な主体が食品ロスの
削減に向けた取組を進めるには、何よりもまず、身の回
りの食品ロスについて正確な情報を得ることが重要。

○環境省では、それぞれの主体が食品ロスに関する正確
で分かりやすい情報を得ることができる環境を整備する
べく、食品ロスに関する情報を集約したポータルサイト
を作成した。

「食品ロスポータルサイト」
はこちら！

国・地方脱炭素実現会議「地域脱炭素ロードマップ」

17

国と地方が協働・共創して2050年までのカーボンニュートラルを実現するため、特に地域の取組と国民
のライフスタイルに密接に関わる分野を中心に、国民・生活者目線での実現に向けたロードマップ、及
び、それを実現するための国と地方による具体的な方策について議論する場として、「国・地方脱炭素
実現会議」を開催。

令和３年６月９日に「地域脱炭素ロードマップ」を決定。

「食品廃棄ゼロエリア」の
創出を重点対策の１つとして

位置づけ

（出典）地域脱炭素ロードマップ【概要】（国地方創生会議）より転載
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/datsutanso/pdf/20210609_chiiki_roadmap_gaiyou
.pdf



食品廃棄ゼロエリア構想の概要

18

飲食店における食べ残しの持ち帰り（mottECO）やフードドライブ、災害用備蓄食
品の寄附、事業者による商慣習の見直しなどの食品ロス削減対策及び食品循環資源の

リサイクルにより食品廃棄ゼロを目指す先行エリアを創出する。

焼
却
・

埋
立

ﾘｻｲｸﾙ

食品ロス
の削減

食品廃棄ゼロ
（＝焼却・埋立ゼロ）

ﾘｻｲｸﾙ

現状

食品
リサイクル
の拡大

食
品
廃
棄
物
処
理
量

食品廃棄ゼロの達成イメージ

農業者

畜産業者

生産者

食品リサイクル
ループ

ごみ発電

残
渣

電力
・熱Reduce

Reduce
Recycle

生活困窮者

Share
ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸ等

Recycle
ｵﾝｻｲﾄ処理

メタン化事業者

堆肥化事業者

飼料化事業者

再生利用事業者

Recycle

Recycle
前処理の効率化

Recycle
分別排出・
効率的な収集

家庭

食品関連
事業者 等

電力・熱

外食産業

学校(給食)

食品製造業

Share
ﾌｰﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ等

食育・
環境教育

食品小売業

食品卸売業

mottECO
導入

食品廃棄ゼロエリアのイメージ
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「エリア」は、スーパーマーケットの1店舗、複数店舗が入った商業施設等の点単位から、商
店街や温泉街、コミュニティ等の小さな面単位、飲食チェーンの複数店舗等の企業単位を想定。
小さな単位であっても、「廃棄ゼロ」を達成することで得られる成果や知見の横展開、エリア
の拡大を図る。



FLOWER SWEET POTETOさつまいもバタースプレッド

サーキュラースイーツ（合同会社 渋谷肥料）

• 渋谷の事業系生ごみをリサイクル施設が再生した肥料で育てたさつま芋から、菓子製品を開発・製造
• 菓子工場との連携によりフードロスを減らす製造工程を開発し、歩留率89%を実現（目標90%）
• 食品加工場でのさつま芋の一次加工で生じる皮類を資材として実証実験を行い、培養土に活用する堆肥成分を生成
• サーキュラーエコノミー（循環型経済）の仕組みを生かした商品の販売（累計販売数209個）、及び意識調査（累

計対象者140名）を実施

事業の全体像

詳細は：環境省「食品ロスポータルサイト」
（https://www.env.go.jp/recycle/foodloss）

「サーキュラースイーツ®」は廃棄物の再利用＋農作物の６次化＋

フードロスの削減を同時に実現する食品産業モデルです。

取組の様子

イベントでの出展・調査製品の製造工程の検証

サーキュラースイーツ®のモデル

20

食品廃棄ゼロスクールモデル事業（福岡市）

詳細は：環境省「食品ロスポータルサイト」
（https://www.env.go.jp/recycle/foodloss）

○小学校給食から発生する食品廃棄物（現状は焼却処理）をゼロにするため、モデル校において食品
ロス削減の取組み、調理くずの堆肥化、食品廃棄物のメタン化による資源化を試行。

○食品ロス削減と堆肥化による児童の環境意識向上の効果を確認できたため、実施校拡大に取り組む。
○メタン化については収集運搬に課題があるため、他の食品廃棄物排出事業者を含む効率的な収集
ルートの構築に向け引き続き検討。

事業の全体像 取組の様子

②フードドライブの実践で
寄付いただいた食品

①食品ロスに関する出前授業

モデル校（市立小学校4校）の協力のもと、小学校での堆肥化講座
等のノウハウを持つふくおか環境財団と連携し、給食から発生する
食品廃棄物ゼロに向けた様々な取組みを試行。

④分別された給食の生ごみ
（メタン化施設へ収集運搬）

③児童による調理くずの
堆肥化

福岡市環境局

全体調整、効果・課題の検証 等 効率的な収集手法の検証 等

（公財）ふくおか環境財団

市立小学校４校

○ 食品ロスに関する出前授業

○ メタン化施設への収集運搬

○ フードドライブの実践

○ 堆肥化講座の実施

○ 調理くず堆肥化のサポート

○ メタン化施設の見学

○ 児童による調理くず堆肥化

○ 給食の生ごみを分別
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写真・図②
（取組の内容・様子が

分かるもの）

②ヤマダイミズアブラボで資源化処理

写真・図①
（取組の内容・様子が

分かるもの）

①持ち込まれる学生・職員の自宅生ゴミ

ヤマダイミズアブ企画：生ゴミ→資源化循環プロジェクト：“山大生・教職員の自宅生ゴミ”
が“持続可能で環境に配慮した無農薬米”になって帰ってくる！（ヤマダイミズアブ）

〇 生ゴミの回収・資源化：学生・教職員の自宅生ゴミを回収し、ミズアブ幼虫による分解を実施。
〇 CO₂削減効果：焼却処理を削減し、CO₂排出量低減の見込み。（今後も様々な観点から検証を継続）
〇 参加者の意識向上：80%以上が「資源化の重要性を理解」、70%が「継続希望」。
〇 還元と満足度：資源化肥料で栽培した無農薬米を還元し、大半の参加者が満足と回答。
〇 環境教育の推進：授業・ワークショップを通じ資源循環の意識を醸成。持続可能な行動変容を促す。

事業の全体像

詳細は：環境省「食品ロスポータルサイト」
（https://www.env.go.jp/recycle/foodloss）

従来は自治体が回収していた山形大学学生と職員の自宅生ゴミをヤマダイミ
ズアブが資源化。無農薬米を栽培・還元する循環型モデルを構築。

取組の様子

④資源化システムを環境教育にも応用③資源化肥料で米を無農薬栽培（参加者に還元）

•従来の処理→ 
自治体が回収・焼却し、
CO₂排出や廃棄コストが
発生。

効果
CO₂削減・資源循環
の促進・環境教育の
強化を実現

本事業のモデル
大学内で生ゴミを回収
し、ミズアブ幼虫が飼
料・肥料に資源化

資源の活用
肥料で無農薬米を栽
培し、参加者へ米や生
協ポイントとして還元

月平均100kgの持込
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事業結果

・回収した食品廃棄物約500kgをミズアブ幼虫により処理
・事業期間内に10件以上のメディア広報にも取り上げられている



 

 

 

 

①食品ロス削減・食品リサイクルの推進 

 

＜府省庁説明２＞ 

 
「農林水産省の取組について」 

 
 
 

農林水産省 九州農政局 経営・事業支援部 

食品企業課 係長 佐藤紗樹

















 

 

 

 

①食品ロス削減・食品リサイクルの推進 

 

 

＜先進事例紹介１＞ 

 
「バイオマス複合活用事業で資源循環を推進」 

 
 
 

有限会社 鳥栖環境開発綜合センター 

営業部 課長 伊地知武郎



 



当社概要

１．設立 昭和39年5月 （ごみ、し尿収集から発足）

２．従業員 １００名

３．主たる営業種目

一般廃棄物処理業

産業廃棄物処理業

浄化槽維持管理業

普通肥料生産業

(有)鳥栖環境開発綜合センター

登録再生利用事業者
リサイクル事業（バイオマスエネルギー関連）



生ごみリサイクル 汚水リサイクル 廃食油リサイクル

(有)鳥栖環境開発綜合センター

当社リサイクル事業

(有)鳥栖環境開発綜合センター

生ごみ搬入状況



(有)鳥栖環境開発綜合センター

生ごみ処理風景

破袋機

(有)鳥栖環境開発綜合センター

生ごみ処理風景

ペットボトル、缶類を圧縮して、
包装と中身(液体)に選別する。

中身入り容器圧縮機



(有)鳥栖環境開発綜合センター

生ごみリサイクルの流れ

(有)鳥栖環境開発綜合センター

生ごみ

加水

湿式

乾式

メタン発酵

消化液

水処理

浄化槽清掃
グリストラップ清掃汚泥

余剰汚泥

汚泥乾燥生ごみ発酵

乾燥汚泥

有機肥料バイグリーン

発酵物 下水汚泥



(有)鳥栖環境開発綜合センター

処理風景

食品廃棄物

酸発酵槽

破砕 加水

液状化し一時発酵

メタン発酵

(有)鳥栖環境開発綜合センター

メタン発酵システム

メタン生成菌

メタン発酵槽蛍光画像
（撮影）佐賀大学農学部

メタン発酵施設

発電機処理能力 ： ９．５ｔ／日
滞留日数 ： 約1ヵ月

バイオガス
メタン濃度６５％

ヤンマー発電機
出力：２５ｋW

電気エネルギー
熱エネルギー

余剰電気

水処理用ブロワー等で
使用(自社消費）

酢酸



(有)鳥栖環境開発綜合センター

縦型発酵システム

生ごみ

乾燥汚泥

生ごみ縦型発酵施設

処理能力 ： 3.5 ｔ/日・基
滞留日数 ： 約14日

投入

肥料

堆肥化

乾
燥
・発
酵

60℃～80℃

50℃～40℃

(有)鳥栖環境開発綜合センター



余剰汚泥

二段活性汚泥法
３０ ｍ３／日

鳥栖市内浄化槽

汚泥消化液

希釈水 汚泥脱水機
にて再利用

汚水処理設備

メタン発酵施設

汚水処理システム

グリストラップ清掃

(有)鳥栖環境開発綜合センター

余剰汚泥

濃縮槽より
水分９８％ 混合汚泥

脱水汚泥

水分８２％

下水汚泥

水分８２％

乾燥汚泥

水分６０％

脱水・乾燥システム

ベルトプレス機

下水処理場

キルン式熱風乾燥機生ごみ縦型発酵施設

混合

(有)鳥栖環境開発綜合センター



(有)鳥栖環境開発綜合センター

精製収率
80％以上

処理能力
１ｔ/日

社内給油で
自社消費！鳥栖市内中心異物除去

水分除去等

バイオディーゼル燃料

6,000Ｌ/月

鳥栖市民 1,500L

事業系 4,500L

収集

廃食用油燃料化システム

(有)鳥栖環境開発綜合センター

熱風乾燥機



バイオマス発電

•発電量：
約76千kWh/年

•全体の電力量
の約6％

廃食油燃料

• A重油使用量の
約12％

バイグリーン

•生産量：
７００ｔ/年

バイオマスエネルギーの実績

(有)鳥栖環境開発綜合センター

(有)鳥栖環境開発綜合センター

農家

メタン
発酵

エネルギー
回収

水処理

生ごみ

廃食油
リサイクル

肥料
食品
工場

消費者

スーパー・
レストラン



 



 

 

 

 

 

①食品ロス削減・食品リサイクルの推進 

 

＜先進事例紹介２＞ 

 
「食品ロス削減・食品リサイクルの推進における福岡市の取組み」 

 
 
 

福岡市 環境局 循環型社会推進部 

計画課 事業企画係 秋元翔太 





2026 2

146 622

2

2024



4

42%

55%

3%

49%

30%

21%

n=332 

n=366

A C A D



6

7

16%

73%

11%
19%

65%

16%
35%

54%

13%

17%

0% 20% 40% 60%n=3 n=3

n=3 6

A D



8

A B C D

5 5

5 5 3 2 15

156 147 81 48 432

10/24 10/2 10/23 9/3

11/26 10/30 11/28 10/2

22 19 25 19

10 20 12 8 50

100.3 162.8 60.3 67.1 390.5

1 4 390



9

16%

18%

54%

12%

58%

42%

41%

3%

14%

0% 20% 40% 60%

64%

47%

59%

25%

3%

6%

0% 20% 40% 60%

n=360 

n=368 

n=368 

A D

10

n=361 n=361 

43%

54%

3%

67%

33%

A D



12

kg 36kg/

A B C D
D

9/2 9/30

kg 688 506 257 111 175 1,562

kg 36 27 14 6 9 21

kg 75 45 62 11 15 75

kg 17 8 2 1 5 1



13

R6 112 /

(1) 

(2) 

(3) 

14



 


